
○死者の保有個人情報を開示請求できる者の類型 

 （個人情報保護条例第１３条第２項第５号関係） 

類型

番号 
類型（修正前） 類型（修正後） 

開示請求ができる死者 
の保有個人情報の種類 

１  死者の診療記録及び診療報酬明細書

等を、次に掲げる者が請求する場合。 

(1) 死者の配偶者（届出をしていない

が、当該死者の死亡の当時事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者を含

む。) 

(2) 死者の子及び父母 

(3) 死者の２親等の血族又は１親等の

姻族である者（前２号に掲げる者がな

いときに限る。） 

(4) 前３号に掲げる者が未成年者又は

成年被後見人である場合における法

定代理人 

(5) 前各号に掲げる者から診療記録及

び診療報酬明細書等の開示請求に関

する委任を受けた弁護士 

 死者の診療記録及び診療報酬明細書

等を、次に掲げる者が請求する場合。 

(1) 死者の配偶者（届出をしていない

が、当該死者の死亡の当時事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者を含

む。) 

(2) 死者の子及び父母 

(3) 死者の直系の血族のうち前号に掲

げる以外の者又は死者の兄弟姉妹（前

２号に掲げる者がないときに限る。）

(4) 前３号に掲げる者が未成年者又は

成年被後見人である場合における法

定代理人 

(5) 前各号に掲げる者から診療記録及

び診療報酬明細書等の開示請求に関

する委任を受けた弁護士 

○診療記録 

  診療録、処方せん、手術記録、看護記

録、検査所見記録、エックス線写真、紹

介状等、患者の身体状況、病状、治療等

について実施機関が作成、記録又は保存

した書類、画像等の記録 

○診療報酬明細書等 

佐賀市国民健康保険に係る診療報酬明

細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養

費明細書並びに佐賀市老人保健に係る診

療報酬明細書、調剤報酬明細書及び老人

訪問看護療養費明細書 

 


